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【個別の種について提出された主な意見の概要】

個別の種が特定外来生物に選定されるかどうかは現段階では未定であり、基本方針の閣議決定後に、基本方針の第２「特定外
来生物の選定に関する基本的な事項」に沿って、専門の学識経験者等の意見を聴いて具体的な検討を進めることとしています。

＜ブラックバスの指定に反対、または指定に対し配慮を求める意見＞ ７，７８５件

ａ 指定反対 ブラックバスを特定外来生物に指定することには反対。

ｂ 科学的データが ブラックバスによる生態系への影響について科学的調査データがない。
必要

科学的調査結果とされているものは、ねつ造されたもの。

科学的調査を実施した上で、評価すべき （科学的データがあるのであれば公表すべき）。

ブラックバスを指定するのなら、その理由と証拠を明らかにすること。

、 。ｃ バス釣りの効用 バス釣りは自分の最大の趣味であり 家族・子供との交流の重要な機会でもあるので規制しないで欲しい

、 、 、 。バス釣りは 自然とのふれあいの場であり 人格形成や教育上の効果も大きいので 規制すべきではない

バス釣りがあることで若い人たちが自然を訪れる。湖岸のゴミ拾いをするなどの効果も評価すべき。

バス釣りは、釣り人、釣り産業や地元経済に及ぼす効果が大きいので、社会的・経済的効果も考慮して、
指定すべきではない。

ブラックバスを有効活用した方が地域経済への波及効果は大きい。

ｄ 生命の尊重 バスにも命がある。むやみに生命を奪うことには反対。

ブラックバスを殺しなさいとは子供には教えられない。命を粗末にすることは、子供の犯罪を助長する。

ｅ 環境破壊原因論 水辺を護岸工事によりコンクリートで固めたことや、水質汚濁、農薬の流入などが在来魚が減少した主た
る原因。ブラックバスの防除よりもこれらの自然を取り戻すことのほうが優先。
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バスは汚いところでも生息できるが、在来魚はできない。バスが悪いのではなく、湖沼の環境が悪化した
ことが在来魚減少の原因。

バスを駆除しただけでは自然は元には戻らない。湖岸の自然再生や水質改善を先に行うべき。

ブラックバスの食害や在来希少種の減少を言うならば、漁師達の在来種を漁獲する行為自体が生態系を壊
す行為ではないか。

ｆ バス定着論 ブラックバスは、既に日本の生態系の一部。一時的に爆発的に増加しても、時間がたてば、生態系と調和
するので、問題ではない （皇居のお濠でもバスは少なかったではないか）。

既に生態系の一部となっているバスを防除すると、生態系が崩れて、他の外来種が増加して新たな問題が
生じる。

ｇ 他の外来魚との ニジマス等他の外来魚を問題とはせず、何故、ブラックバスだけ問題とするのか。漁業対象種だけ例外扱
比較 いとするのはおかしい。漁業だけを特別扱いせず公平に決めてもらいたい。

ｈ 種苗放流問題説 在来魚の種苗放流の際に、ブラックバスが紛れ込んで分布を拡大している。バス対策を行うのであれば、
釣り人だけでなく、漁協による種苗放流を制限することが必要。

混獲の問題 ブラックバスやブルーギルを駆除する際に、在来種も混獲されているが、その問題をどう考えるか。ｉ

ｊ 税金の無駄 ブラックバスの防除に税金をつぎ込むよりも他にやるべきことは多いはず。

バスの完全排除は不可能であり、それにどれだけの税金をつぎ込むつもりなのか。

ｋ 税金の徴収 バス釣りをライセンス制にし、釣り人から入漁料・税金をとるなどして、その資金を自然再生などの自然
保護に回すべき。

ｌ 時間をかけて慎 ブラックバスをわずか半年で指定するのではなく、関係者が納得するまで十分な議論をしてほしい。
重に

性急に指定してしまうのではなく、ブラックバスと在来魚の生息調査、水質調査等をきちんと行うこと。

ｍ 意見聴取 ブラックバスを指定するかどうかについては、パブリックコメントを大々的に行って、国民の意見を広く
聴くべき。

机上の議論ではなく、本当にバスが原因で在来魚が減っているのか、もっとしっかり現場をみてほしい。
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現場をよく知る釣り人の意見をきいてほしい。

オオクチバスに関し、被害側と受益者側の双方の立場から議論が行えるような機会をできる限り多く持っ
てもらいたい。

３１５件＜ブラックバスの指定に賛成する意見＞

ｎ 指定すべき ブラックバス、ブルーギル等は特定外来生物に指定すべき。

ブラックバス等を特定外来生物に指定することを前提として、本基本方針を策定してほしい。

ｏ 駆除の徹底を 伝統的な淡水魚釣りができなくなることは、生態学の問題だけでなく水産業や文化の問題。ブラックバス
等の早急な駆除が必要。

釣り具業界の利潤追求のための日本の自然を損なうべきではない。圧力に屈せず早期に規制してほしい。

ブラックバスとの共存を主張する人もいるが、密放流する団体や釣り人が存在する限り不可能。指定して
完全排除するしかない。

ｐ 漁業被害は深刻 種苗放流したアユがすぐブラックバスに食べられたり、在来魚の再生産が阻害されるなど漁業上大きな支
障が生じている。適切な対策を求める。

、 、 。 。鮎が食害され 少なくなることで釣り人が減少し 漁協の収入が減っている しっかりと防除してほしい

ｑ 予防 外来魚が一旦河川に入ってしまうと撲滅することは不可能なので、外来魚の生息域が広がらないよう特定
外来生物に指定して、規制を行うべき。

ｓ 教育の重要性 指定には賛成するが、防除を実施していくにあたっては、子供達に対し、なぜ防除を実施しなければいけ
ないかの教育だけでなく、生物の命の尊厳についても、併せて教育・意識啓発に関する対策を講じること
が必要。
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＜ブラックバス、ブルーギル、ニジマス(外来マス類 、雷魚等外来魚全般＞ １９２件）

私は、ニジマスだけでなく、ブルックトラウト、ブラウントラウトの釣りが大好き。好きな趣味を奪わな主な意見
いでほしい。

レインボートラウトとブラウントラウトを特定外来生物の選定から除外すべき。ブラックバスのように無
制限に放流が行われることは問題だが、サケ・マス類についてはゾーニングを行うことでフィッシングと
いう余暇活動と漁業との共存を図ることが可能。

今や雷魚（カルムチー、ダイワンドジョウ、コウタイの３魚種）は、日本の淡水湖沼において食物連鎖の
頂点にいる、日本になくてはならない魚だと思う。特定外来生物に指定されるのはおかしい。

外来種の問題以前にやるべきことがある。雷魚を駆除すれば、イトウやアメマスが遡上して自然繁殖でき
る河川になるわけがない。

特定外来生物にふさわしいのは、ブラックバスではなく、ブルーギルである。

、 、 、 、 。ブラックバス ブルーギル ニジマス ブラウントラウト 雷魚等は特定外来生物に指定しないでほしい

＜セイヨウオオマルハナバチ＞ ２７件

セイヨウオオマルハナバチを特定外来生物に指定しないでほしい。主な意見

セイヨウオオマルハナバチは、トマト栽培等において必須の省力交配方法となっており、利用禁止となる
と生産者にとって多大の交配労力を必要とすることとなる。

防虫ネット等により飛散防止対策を徹底し、逸出対策を講じているので、指定にあたっては十分な配慮を
お願いする。

指定にあたって、学識経験者の意見聴取だけでなく、使用者等産業界からの幅広い意見聴取が重要。

マルハナバチのように個体自体が大量で１セットの場合、飼養許可は、ロット単位での申請とすべきであ
り、地域単位で一括した申請方法を検討すべきである。使用者個々の申請では、時間的にも、事務的にも
煩雑で非現実的である。

マルハナバチのように繁殖を前提に飼養するものは、飼育施設基準を遵守した使用を明確に規定すべきで
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あり、許可の表示も簡略なものにすべき。農業分野では、施設毎に使用するため、数量的に多くなり、一
箇所の表示で全体を表す表示で可とすべき。

特定外来生物に選定する際には、被害に係る現在の状況とその程度についての基準を設けるなど、利用者
側の十分な理解が得られるよう検討すること。

利用者に与える経済的な影響を可能な限り軽減できるよう代替物及び代替技術についての意見聴取も行う
など、代替物の可能性についても十分検討した上で選定されるよう配慮すること。

セイヨウオオマルハナバチについては、特定の審議会委員の影響で、昨年の中央環境審議会の答申におい
て、意図的に情報がデフォルメされ、危機感を煽り、当該種の利用規制を加速させていった。盗蜜、ポリ
プダニの媒介、資源獲得競争の激化等のいずれをとっても悪影響の事実や悪影響があるとの知見はない。
一方的な思いこみをした研究者が権威をもって言いふらし、それを公的に認めてしまったことが問題。

。 、セイヨウオオマルハナバチの野外での定着についてはメーカー側の不行き届きがあったのも事実 しかし
導入当初、複数の学識経験者と呼ばれる人たちが関与しており、メーカーは彼らの意見をもとに行動して
きたのも事実。そのときの学識経験者と呼ばれる人たちは、今、何をしており、また、この法律にどう関
与しているのか。

＜アライグマ＞ ２件

選定にあたっては、アライグマ飼養者の意見も聴くべき。
日本で野生化しているアライグマには数亜種とカニクイアライグマがあると見られているが、アライグマ
の亜種の中には、一般に指摘されるような危険のないペットとして飼養できるものがいる。これらの違い
を認識せず、一様に取り扱うことはアライグマ飼養者として容認できない。亜種レベルの違いを科学的に
把握した上で、科学的・効率的な被害対策を講じるべき。

飼えきれなくなったアライグマの里親制度を行っているところがあるが、特定外来生物に指定されるとど
うなるのか。

＜外来ハヤブサ類＞ １件

ハヤブサ、ソウゲンハヤブサ、ワキスジ、シロハヤブサは特定外来生物に指定すべきでない。
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＜セイヨウミツバチ＞ １件

セイヨウミツバチは在来ミツバチと交雑することはなく、野外に定着した例もないので、特定外来生物に
指定し、防除の対象となることのないよう特段のご理解をお願いする。

＜アルファルファタコゾウムシ＞ ２件

アルファルファタコゾウムシが蔓延して、高品質の蜜源であるレンゲを食い荒らしており養蜂業を廃業に
追い込みかねない状況。国・都道府県の力で防除してほしい。

アルファルファタコゾウムシは、明らかに我が国の農林水産業に重大な被害を及ぼしている昆虫。非意図
的に導入されたものではあるが、同時に植物防疫上の手抜かりによるもの。国の責務で防除してほしい。

＜ミドリガメ、カミツキガメ、ワニガメ＞ ４件

無責任な飼養者がミドリガメを遺棄し、帰化したからといって、遺棄とは関係のない、むしろ遺棄するこ
とに反対している飼養者までが規制されることには納得がいかない。むしろ、無責任な飼養者が増える原
因であるホームセンター等でのミドリガメの販売規制を行うべき。

ミドリガメ、カミツキガメ、ワニガメの３種に限って、１０ｃｍ以下の幼体は販売しない、許可制又はマ
イクロチップ埋込を義務づけすることで個体の遺棄は激減できる。一律に規制する必要はない。

現在飼養している個体以外は許可がでないと聞くが、カメは何十年も生きることから一生飼育できる飼い
主はおらず、飼えなくなったカメを殺処分のため持ってくる人もいない。引受先に新しい飼養許可がでな
いのであれば、国内に数万個体は飼われていると推測されるカミツキガメが行き場を失い、池や川にあふ
れることになる。このような個体数の多い生物は、危険動物としての規制で十分であり、指定すべきでは
ない。

既に相当数のカメが飼われていることを考えれば、許可条件を現実的なものとしなければ、遺棄する人が
増える。新しい飼い主を探せる機関、ショップがないと逆にカミツキガメを野に放つ人が増えてしまう。
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＜ヤドクガエル＞ ２件

ヤドクガエルは毒を持つため、特定外来生物の候補にあげられているが、飼育下のヤドクガエルは無害に
なり、かつ非常に高価なカエルであるため、野外に放つことは考えられない。何故、規制が必要なのか分
からない。

＜カブトムシ・クワガタムシ・甲虫類＞ ３件

クワガタムシの輸入許可については、あらゆる種を見直すべき。既存の学術資料のみならず、一般向けの
書籍の知見でも害虫化の危険がある種は審議し直すことが必要。

クワガタやカブトムシについては研究者が少ないため、広く専門の業者、専門書発行元、その著者からも
具体的な知見を収集すべき。

交雑個体については、交雑実験の結果、継続的に妊性のある雑種を特定して規制すべきで、何でも規制す
べきではない。

「放虫を避け、一度飼った虫は飼いきる」のが正義だという概念を抽象的でも一般に広めていかないと、
商売そのものが危ないという印象を業者に持たせることが重要。どんな虫が入ってこようが、放虫や遺棄
さえ起きなければ被害は最小限ですむはず。

意図的な遺棄への罰則を強化するとともに、自力では殺処分できない飼養者を対象にした「引受機関」を
設ける地域毎に必要がある。

、 、外国産やその交雑個体をネットオークションに題している者がいるので ネットワーク上の市場を監視し
取引の停止や出品者への立ち入り検査を行う体制が必要である。

業界団体を持たない「生き虫市場」に関しては、早急に業者間で主幹団体を創設するよう指導し、輸入ク
ワガタの販売の際に、その取り扱いや遺棄・放虫の禁止など法規制事項を記載したビラの指導文書を添付
することを義務づけるべき。最も危険なのは、輸入個体のリスクを知らない善意の飼養者の「かわいそう
だから放そう」という行為である。

カブトムシ・クワガタムシの研究者は少ない。選任研究者の確保と予算の外部投入を含めた評価機関の創
設が急務。
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原産国で保護動物に指定されたクワガタ・カブトムシが輸入許可種となっている。海外現地の保護種を輸
入許可種に指定する行為は、主権国家の法律をないがしろにする行為であるので、原産国で何らかの規制
を行っている種が、原則的に輸入許可種から外すべき。

植物防疫法によって輸入許可となっているカブトムシ亜科・クワガタムシ科についても、本法の対象とし
て視野に入れるべきであると考えられる。

＜餌用動物＞ １件

餌用動物であるヨーロッパイエコオロギ、ミルワームの指定は絶対反対。

＜植木・造園緑化用樹木＞ ３件

外来種は国立・国定公園等保護地域には移入すべきではないが、自生種は、気候に対する耐性があれば、
自由に移動させてよいのではないか。自生種の移動に規制をかけることで、植物生産のコスト面に対する
懸念が心配され、実施された場合には、予算が設計に反映されるべき。

日本緑化工学会において、ＤＮＡの問題で規制を実施することが言われているが、それ以前に設計者、施
工者の植物に対する特性、取り扱い等の考え方が貧困であり、適切な指導が必要。

園芸品種の多い花木等は自然植生に影響を与えることは皆無であるが、今回の法制化で外来種全てが悪で
あるかのように言われている。侵略的な外来種のみを対象にするという本法本来の目的を国民に十分に啓
発してほしい。

特定外来生物を選定する委員会等には、自生種や自然植生とは異なった生活環境を創造する造園、緑化用
樹木を専門に扱う日本植木協会会員の選任参加を要望する。

郷土種とされながら、中国産の種子が使用されるなど、遺伝子の攪乱の問題などのように課題が多く、規
制の際に留意すべき課題である。
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＜園芸植物＞ ６件

鉢物栽培されている種が特定外来生物になると、鉢物栽培をしている農家は様々な不利益を被るので、特
定外来生物の指定は、くれぐれも社会的、経済的影響を勘案しつつ、慎重に、限定的になされるようお願
いする。

特定外来生物の選定は、原則として種を単位として行うとのことであるが、通常、種の中には園芸品種が
たくさんあり、その中でも野生種よりも環境に与える影響の少ないものがかなりありうるので、園芸品種
も選定単位に明確に位置づけ、環境に与える影響の少ない品種が特定外来生物に指定されないようにして
いただきたい。

ワイルドフラワーとしてオオハンゴンソウを法面緑化に用いていることが問題なのであれば、用途を規制
すれば良いのではないか。生態系への影響を用途別に考えないで、種で規制することには強い疑問を感じ
る。

花卉園芸産業は、常に新しい植物資源を海外から導入することにより、消費者に飽きられない商品を提供
している。未判定外来生物が広く指定されてしまうと新種導入のための活動に多大な支障をきたすという
ことを十分に理解し、未判定外来生物は限定的に指定するよう慎重に検討してほしい。

特定外来生物は特定飼養等施設で栽培すれば良いことになっている。未判定外来生物も特定飼養等施設で
飼養することを前提に、被害を及ぼすかどうかの判定が終わる前に輸入することを認めていただきたい。
なお、生態系等に被害を及ぼすとの判定が出た場合は、焼却処分する等の処理を徹底する。

遺伝資源の散逸を防ぐことのできる施設を持つ者に植物遺伝資源を輸入するライセンスを発行して、ライ
センス保持者には、これまで同様に植物遺伝資源を導入できる体制を構築するなどの措置をとることが妥
当。

＜セイタカアワダチソウ（ソリダゴ属）＞ １件

（ ） 、 。セイタカアワダチソウと同属 ソリダゴ属 の園芸栽培用品種ソリダゴの栽培は 沖永良部島の主要産業
これらが規制されると島内の農業及び経済に及ぼす影響が大きいことを十分考慮して慎重に判断してほし
い。
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＜牧草・飼料作物＞ ３件

環境省の移入種リストに掲載されているチモシー、イタリアンライグラス、オーチャードグラス、ペレニ
アルライグラス、トールフェスク、シロクローバー、アルファルファなどの飼料作物は、外来種であって
も今や我が国の畜産や畜産経営の根幹をなすものとなっている。これらが特定外来生物に指定されれば、
我が国の畜産経営は崩壊するおそれがある。

草地、飼料畑へ播種した飼料作物が生態系等に係る被害を及ぼしていることはない。

牧草・飼料植物類については、輸入や栽培利用を認めないとする特定外来生物の指定とならないよう適切
な選定の取り進めを願う。

＜ニセアカシア＞ ３件

ニセアカシアは重要な蜜源植物であり、環境浄化能力も高いことから、特定外来生物に指定し、防除の対
象となることのないよう特段のご理解をお願いする。

ニセアカシアが問題だというのであれば、全国一律で防除をするのではなく、問題となっているところや
国立公園など特定の地域だけで防除すべき。

ニセアカシアなどの緑化植物による生態系被害は広範囲に及ぶので、将来的な在来種への転換と完全防除
が必要である。


